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土木森林環境委員会会議録 

日時 平成２０年３月６日（木） 開会時間 午前１０時０６分 

閉会時間 午後 ４時２７分 

場所 第４委員会室 

委員出席者 委員長 保延  実 

副委員長 山下 政樹 

委員 前島 茂松 清水 武則 望月  勝 竹越 久高 

 鷹野 一雄 武川  勉 土橋  亨  

委員欠席者 な し 

説明のため出席した者 

 

土木部長 小野  忠 土木部次長 下田 五郎 土木部次長 丹澤  博 

土木部技監 古屋 良夫 土木部技監 坂本  寛 総括技術審査監 秋山 孝男 

技術管理室長 樋川 和芳 用地課長 飯室  博 道路整備課長 上田  仁 

道路企画室長 小池 雄二 道路管理課長 小島 康夫  

砂防課長 河西 邦夫 都市計画課長 手塚 茂昭 下水道課長 山田 佳男 

住宅課長 三枝  博 建築指導課長 望月  等 

 

議題 （付託案件） 

第 十 五 号  山梨県都市公園条例中改正の件 

第 十 六 号  山梨県営住宅設置及び管理条例中改正の件 

第 四 十 三 号  急傾斜地崩壊対策事業施行に伴う市町村負担の件 

第 四 十 四 号  公共下水道県代行事業施行に伴う受益者負担の件 

第 四 十 五 号  流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担の件 

（調査依頼案件） 

第 二 十 二 号  平成二十年度山梨県一般会計予算第一条第二項歳出中土木森林環境

委員会関係のもの及び第三条債務負担行為中土木森林環境委員会関係の

もの 

第 三 十 三 号  平成二十年度山梨県流域下水道事業特別会計予算 

 

審査の結果   付託案件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定し、調査 

       依頼案件については、いずれも原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

審査の概要   午前１０時０６分から１１時２６分まで、休憩をはさみ午後１時０３分から

午後２時１０分まで、休憩をはさみ午後２時３３分から午後４時２７分まで土

木部関係の審査を行った。 

 

主な質疑等 土木部関係 

 

※第 二 十 二 号  平成二十年度山梨県一般会計予算第一条第二項歳出中土木森林環

境委員会関係のもの及び第三条債務負担行為中土木森林環境委員会関係の

もの 



平成２０年２月定例会土木森林環境委員会会議録 

- 2 - 

質疑 

 

（生活関連土木施設整備事業費について） 

山下委員  この課別説明書を見たときに最初に思うことが、全部の課というわけでは

ありませんが、どこの課にも先頭に生活関連土木施設整備予算が必ず出てき

ます。 

  こんなことを言うと失礼ですが、生活関連といえば実際の話、みんな、生

活関連です。別に悪く言うわけではないです。きっと生活関連の中に盛り込

んでいるから、この課別説明書の最初のところで、いろいろなところに関す

るものとして、かなり大きな金額が盛ってあるのだと思います。しかし、そ

れを言い出したら、みんな、生活になっているわけですから、ほかのところ

に振り分けることもできるわけです。いろいろな部分でそういう形が必要な

のだと思いますが、考え方を教えてください。 

 

小野土木部長  生活関連土木施設整備事業費ですが、これは地域の細かい側溝の改修や清

掃業務などが入っているもので、もともとは土木総務課で一括経理していま

したが、所属ごとに見ながら進めるほうがいいということで、各課に割り当

てたものです。 

 

山下委員  わかりました。いずれにしても、課別説明書の内容も、予算のときになる

と簡単に終わってしまい、何となく疑念を抱かざるを得ないところもあるの

で、その辺も考えながら聞きました。 

       （一般河川改修費について） 

  次に、土２３ページに一般河川改修事業費がありますが、一般河川という

のは、いわゆる一級河川とか二級河川ではなくて、要するに、市町村に走っ

ている小さな河川のことをいうのか教えてください。 

 

古屋土木部技監  昔は、県が管理しているのは一級河川と二級河川があり、二級は閉鎖湖の

西湖や精進湖などに流れ込んでいる川だけです。あとは一級河川の区間を区

切って県が管理していますので、この一般河川改修事業費も一級河川です。

国補事業で、廃止になっていますが、笛吹川を１９年度まで実施しており、

かじ面橋という橋梁の工事が６月ごろまでかかってしまうということで繰

り越していますが、予算的には１９年度で終わりになりますので廃止にして

います。 

  笛吹川が採択されたころは、小規模河川改修事業の１級２種という格好で

１０分の４の補助金のものでした。１０分の４というのはこの１河川しかな

かったものですから、一般河川改修事業費という格好で計上させていただき

ました。笛吹川がなくなり、あとは補助率がもっと上ですので、廃止となり

ます。 

 

       （橋りょう長寿命化計画策定費について） 

山下委員  当初予算概要には、２４ページに公共土木施設長寿命化計画策定費が載っ

ています。それで、課別説明書の１５ページには橋梁の長寿命化計画が出て

きますが、内容的には違うのでしょうか。 

 

小島道路管理課長  ２０年度当初予算の公共土木施設長寿命化計画策定費については、今回は

橋梁の長寿命化計画を作成するということで、内容的には橋梁のみをするこ

とになっています。 
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山下委員  橋だけをやるのか、それとも公共事業全部やるのかを聞いているのです。 

 

小島道路管理課長  橋梁だけの長寿命化です。 

 

山下委員  予算概要には公共土木施設長寿命化計画策定費と出ているのに、なぜ課別

説明書には橋だけしか出ていないのですか。 

 

小島道路管理課長   平成１９年度の補正予算で公共土木施設全体も含めた計画を策定する中
で、この公共土木施設長寿命化計画策定費を計上させていただき、今、基本

計画を作成しています。今回、その中で特に長寿命計画を策定するために必

要な点検成果が整っている橋梁の長寿命化のみをするということで、課別説

明書等には橋梁長寿命化策定費が特出しで表現されています。 
 
山下委員  財源も少なくなっていますから、公共事業全体の中で、立派なものをつく

ったら、３０年たったら建てかえるのではなくて、少しずつ使って、それを

５０年でも、１００年でも使えるようにするような計画をつくろうというこ

とですね。その第１弾として橋をやりましょうということでしょうね。では、

その計画はいつぐらいにどういうふうにつくるのですか。橋ではなくて公共

事業全体ですが、なければ橋からでも結構です。 

 

坂本土木部技監  今年度、公共土木施設ということで全体の概念を取りまとめています。２

０年度から具体的に橋梁という部門が最も我々の生活の中で緊急性が高い

からです。全体の中でこの進捗を見ながら、例えば今後、トンネルや下水と

いったものに逐次、取り組んでいきたいと考えています。特に橋梁について

は、国が今後、橋梁についていろいろやる場合には、この計画がなければ補

助をつけないということです。ほかのものにはまだそんなことがありません

ので、我々としては当面、これに力を注いでいくということです。 

 

山下委員  ほんとうに大変いいことだと思うので、ぜひとも頑張ってやっていただい

て、しっかりした計画をつくっていただきたいと思います。 

  この予算概要書にはアセットマネージメントの手法を導入してと、はっき

り書いてあります。では、アセットマネージメントとはどういうことなのか

教えてください。 

 

小島道路管理課長  橋梁を財産と考えて、適切な管理の中で、管理費が効率的になる方法で維

持、補修をしていくという考え方です。 

 

山下委員  インターネットでアセットマネージメントとは何かと見れば、橋梁のこと

が最初から出ていました。こういった情報化の中で活用していきましょうと

いうことも書いてありましたが、そういうこともかなり考えてやろうとして

いるのでしょうか。 

 

小島道路管理課長  この計画により、コスト削減を図ることが目的の１つにあります。 

 

       （県営住宅管理費について） 

山下委員  大いに頑張っていただきたいと思います。 

  土４４ページの県営住宅管理費ですが、現在県営住宅というのは、全体で
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何戸あるのでしょうか。市町村ごとにどんな分布になっているのか教えてく

ださい。 

 

三枝住宅課長  県営住宅は公営住宅法による県営住宅ですが、９５団地２１市町村に７,

４２１戸です。市町村を全部申しましょうか。 

 

山下委員  上位５つぐらいでいいです。 

 

三枝住宅課長  甲府が２,５６９戸、３４.６％、吉田が３１０戸、４.２％、南アルプス

市７９３戸、１０.７％、甲斐市７１７戸、９.７％で、主なところになりま

す。 

 

山下委員  先ほど公共事業の長命化計画の中に県営住宅も入ってくるかわかりませ

んが、やはり県営住宅も、建物を建てれば当然、老朽化してきます。こうい

う予算がついていて、改修していかなければならないということですね。公

共事業費もかなり減っていますから、なかなか状況的に今、新規のものを建

てるということは難しい状態にあります。どうしてももう壊さなければいけ

ない、耐震の部分などで新しいところに移さなければならないような新規の

計画は何かあるのですか。 

 

三枝住宅課長  県営住宅については、平成１２年度に策定した山梨県の公営住宅ストック

総合活用計画に基づいて整備しています。ただ、県営住宅については、何し

ろたくさんの個数を整備しており、４０年代、５０年代の初めにかけて建て

た住宅が千戸あります。それが大変老朽化しています。現在、県としては、

新規の県営住宅建設はとめており、限られた予算の中で老朽化した住宅をど

う改善していくかという方向です。その上で、老朽化し、狭小水準に合わな

いようなものでバリアフリー対応をしていないといったものの建てかえを

今、鋭意進めているところです。 

 

山下委員  当然新規のものはなかなか難しいと思いますが、これから新しく県営住宅

を建てていく場合には、わざわざ地価の高い甲府より、もう少し住環境のい

い郊外に出てっていただくことも十分考えていいのではないかと思います。 

       （木造住宅耐震化支援事業費について） 

  次に土４８ページの一番下にあるように、木造住宅の耐震化に向けてずっ

と取り組んでいるわけですが、今度、新しい補助金もつけて進めていくとい

うことですね。古い住宅については市町村に申請を出せば県からの補助が出

るということですが、これまでの成果を教えてください。 

 

望月建築指導課長  まず、改修する前に耐震診断をしていただくことが大事であるため、平成

１５年度から補助事業をスタートしており、１９年度も確定して、５年間で

３,９９０戸の診断が終わっています。 

  実際の改修は平成１７年度から事業としてスタートしていますが、１９年

度まで３年間で７５戸について事業が活用されています。 

 

       （やまなし建設産業活性化支援対策費について） 

竹越委員  やまなし建設産業活性化支援対策費について、名前は建設産業の活性化と

いうことですが、大変深刻な内容を持っているという印象を持っていました。

今年度も関連した事業に取り組んでいて、それなりに注目していたのですが、



平成２０年２月定例会土木森林環境委員会会議録 

- 5 - 

私自身の認識も深刻さが少し薄く、このところは特に長田組土木の民事再生

手続も、またつい最近ではコミヤマ工業が再生をあきらめた状況もあり、急

に深刻さがましてきた感じがします。 

  状況については、私が言うよりも当局からご説明があったほうがいいとは

思います。いずれにしても、行政がこういうことをお手伝いしなければなら

ない状況はほんとうに深刻だと思います。それにしても、全体的にはアンケ

ートもなさっているようですが、建設業界、団体はどんな認識を持っている

のか、まずお伺いします。 

 

丹澤土木次長  建設産業は、建設業協会や電気協会などのいろいろな団体の方々と昨年も

意見交換会を何回も行いましたが、その中でも、いまだかつてない厳しい状

況の中にあると一様におっしゃっていました。 

 

竹越委員  公共事業を含めて普通建設事業は平成１０年をピークにずっと下がって

きていて、１０年から比べると約半分ぐらいかもしれません。県内の業者は、

県の建設事業のウエートが結構高く、県の普通建設事業が半分近くになって

きているときに、業者数は少し下がっているけれどもあまり関係ないです。 

  もっとさかのぼってみると、特に公共事業、あるいは一般もそうですが、

それまでは建設投資、需要量がどんどん増えてきましたから業者数もどんど

ん増えてきました。言ってみれば担っていただいてきたような感じがします。

ただ、その後はずっと下がってきています。 

  現状でもかなり問題があり、おそらく普通建設事業はこれから先、そう伸

びるような状況にはなく、仮に少し景気が回復したとしても、そんなに増え

ないと思っています。そういう意味では、大きいところだけではなくて小さ

いところもかなり倒産されているように聞いており、倒産という格好は大変

悲惨な状況ですから、むしろ、店を畳むにしてもきれいに畳んだほうがいい

のかなと思います。 

  ですから、活性化支援で目指す方向とすれば、事は建設産業の活性化なの

ですが、どんな方向を念頭に置いているのか伺います。 

 

丹澤土木部次長  一昨年からやまなし建設産業活性化支援対策を始めていますが、その当初

から我々が目指す、建設産業がこれから目指すべき方向として、３つの方向

に整理して取り組んできています。 

  １つは技術力、経営力の強化ということで、現在の仕事をより技術を高め、

経営力を高める方向で頑張られる方も当然いますので、それに対してもお力

をお貸しします。 

  ２つ目が経営の多角化、新分野進出で、今回の当初予算の中に計上させて

いただいている新分野進出の関係について、初めて県も本格的に１千万円を

投入して、そのことも後押ししています。経営の多角化と新規事業の後押し

をしています。 

  あと１つは企業の合併や連携もせざるを得ないため、それの後押しもして

いくといった、３つの方法で考えています。 

 

竹越委員  個々の事業者は幾つか選択があるでしょうが、例えば建設業協会のように

中心の組織があります。そういうところは組織として傘下の事業者がさっき

おっしゃったような状況なわけですから、県ではそういう考えをお持ちのこ

とは今、わかりましたが、業界団体としてどんな方向をみずから持っている

のか聞きましたか。 
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丹澤土木部次長  業界から体系だってこういった方向を目指すという形でのご意見は全く

いただいていませんが、お話を伺う中では、基本的に我々が目指す新分野の

方向に進まざるを得ないという認識だと思います。 

 

竹越委員  予算もそうですが、対応する組織も新設しながら力を入れることはよくわ

かります。もちろん既にアンケートをとりながら建設業者に対しては県の考

えも伝わるようなことはあったのでしょう。ただ、相談があったらそれに応

ずるという、単純に普通建設事業の量の動きと行政相談だけの受け身よりも、

かなり能動的に動かないと状況は改善されないとも思いますので、そういう

意味でこういう組織をつくり、予算も計上しながら対応するわけです。その

ときに、業者に対してもそういう意思を持っていただかないと動けないわけ

ですから、そういう意識づけに対しても県としてはどのように考えています

か。 

 

丹澤土木部次長  一昨年からこの事業を始める中で、新分野進出に関して、専門家の講演を

いただいたり、新分野に進出した企業などに事例発表をしていただくなどの

啓発活動をしてきました。来年度からの新分野進出の取り組みの中に１千万

円の補助金もあり、いきなりそちらへ飛び込んでいただいても結構ですが、

我々とすれば、新分野進出のためのスタートアップセミナーを計画していま

す。これは単なる講演会形式ではなく、ゼミナール形式のように３０人ぐら

いで２日間ぐらいかけて、山梨県の中で新分野に進出するとしたら、どんな

分野が有望だとか、新分野進出に当たってはどんなことを心がけていくかと

いうことを勉強していただく機会も設定しようと考えています。その上で補

助金ということですが、補助金も２段階に分けて、計画の策定、調査、プラ

ンニングの段階でまず補助金を用意します。それを踏まえて、さらに実際に

新分野の進出にかかるときには、その分野の補助金を用意するというように、

段階的に考えています。 

 

竹越委員  新分野に展開ないしは手を伸ばすことができれば大変結構ですが、仮にそ

うするにしても、長年、土木でずっとやってきて、経営的にも今は大変にな

っているわけですから、ほかに守備範囲を広げ、進出する意欲がある人、持

てる人はそんなに多くないという印象です。どこまで行政がお金を出して支

援するのかというと難しいことですが、いずれにしても早くやらないとだん

だん難しくなるという印象を持っています。 

  もう１つ、そういう俎上に乗らなくて困っているところもたくさんあるの

ではないかと思います。それは相談に来ないからしようがないのかもしれま

せんが、せっかくこういう事業を実施するなかで、こういう相談にも来られ

ないところもたくさんあるのかもしれません。そういうところに対しては何

か考えがありますか。 

 

丹澤土木部次長  今度は通年の体制で専門の相談員を置いて常に経営の問題など、いろいろ

な問題にお答えできるようにしますが、そういうところへ出てこられない方

についても、県の入札参加名簿に登載されている方々に対しては、昨年もそ

うでしたけれども全員のところに案内を差し上げて、中小企業診断士を派遣

したり、巡回相談などもさせていただいています。その事業も今年度、また

継続する予定ですので、なかなか出てくるのが難しい方についても、できる

限りの支援はしていきたいと思います。 
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竹越委員  昨日も、森林環境部の審査で鷹野委員から関連したお話をさせていただき

ましたが、今、土木からは他分野に進出しています。今度は受け入れるとい

うのか、農業も、林業も、商工もあるのかよくわかりませんが、この間ロー

カルガバナンスの勉強をさせていただいた中では、それらとの連携も、建設

業者だけでなくても、新たな展開をしようとするといろいろな難しい問題も

あるとのことですから、幅広い連携体制が必要ではないかと思っています。 

  いずれ、予算委員会でもできれば取り上げる気持ちはありますが、とりあ

えず土木の立場から、どんな幅広い連携について考えているのかお聞きしま

す。 

 

丹澤土木部次長  新しい活性化支援対策の中には、関係する部局や庁内の機関、組織との連

携もより強化しようということだと思います。昨年からも連携は図っていま

したが、言うなれば担当者レベルでの情報交換にとどまっていました。これ

からはある程度、組織の責任者に来ていただいて、活性化支援対策会議を設

ける中で連携して、建設事業の新分野への進出とか、各分野等の情報提供を

呼びかけたいと思っています。 

  それから、県の部局で言えば土木建築、森林環境部、商工労働部、農政部

及び関連する各所属を考えています。 

 

       （住宅供給公社事業促進費について） 

前島委員  土４３ページの住宅供給公社事業促進費、約３２億円について、特に公社

分譲事業支援補助金の問題を含めて聞きたいと思います。 

  かねて、公社の運営については大変厳しい状況が続いており、その体質を

変えていくことについて、議会でも議論を重ねていますが、特に未処理の分

譲地問題について平成１９年、２０年でその分譲地すべての処分を終えて完

売していく計画が出されていますが、その実現性について現況を伺います。 

 

三枝住宅課長  現在、住宅供給公社は平成１６年度末に策定した経営計画に基づいて事業

を進めていますが、１８年度末に１９６戸の分譲地が残っており、平成１９

年と２０年に１９６戸を完売するという経営計画です。現状は、２月末の状

況ですが、平成１９年度には１２３戸、平成２０年には７３戸を売るという

計画のもとに、平成１９年度は、現在のところ１１０戸の分譲を予定してい

ます。達成率は約９０％で、１９６戸に対して今の１１０戸を引いた残りの

８６戸が仮に平成２０年度に回ったとしても、今年度の実績から完売は可能

であると考えています。 

 

前島委員  次に、供給公社が現状で取り組んでいる事業分野に対する経営状況につい

て伺います。 

 

三枝住宅課長  公社が展開している事業は、現在、住宅地の分譲事業と特定公共賃貸住宅

を含むと７千７百戸になる県営住宅の管理事業、また、甲斐市の響が丘にあ

る事業用資産について、くろがねや、オギノ、レストラン街などへの賃貸事

業、さらに、特定優良賃貸住宅や高齢者優良賃貸住宅など、民間で整備した

ものの管理を受託しており、経営状況については、平成１８年度の決算では

１億４百万円の黒字となっています。 

 

前島委員  市町村営住宅の管理委託業務への進出という問題については、現状はどん
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な状況か伺います。 

 

三枝住宅課長  そのような話も出るには出ましたが、経営計画の中には市町村の管理受託

までは出ていません。 

 

前島委員  住宅供給公社の損益計算書、貸借対照表などを見させていただき、累積の

欠損金４６億円を初めとして、今の状況について一般会計からの補助金によ

って支えられており、経営形態については将来的な展望の中で明るい見通し

が見受けられません。かつて住宅供給公社は、低廉な住宅を提供して勤労者

の皆さん方に大きく寄与していく歴史的な使命を持って取り組んできまし

た。しかし、今日、民間活力が非常に充実してくる中で、公社のあり方がも

う時代の要請に必要な事業としてはなじまないのではないかという考え方

をして、できるだけコンパクトに経営を縮小していく方向に努力していかな

ければいけないのではないかと、この土木の委員会に所属するたびに繰り返

し申し上げ、決算書にも列記させていただいた経過があります。 

  民間ができることは民間にすべてを任せていくという今日の流れからす

れば、県営住宅という持ち物、県の持ち物についての取り組みは続けていか

なければなりませんが、いろいろな業務委託の問題も含めて、他の分野にま

で進出することは厳に謹んでいく方向で取り組んでいくべきだし、思い切っ

た経営改善について前向きな検討を喫緊の課題として取り組むべきだと思

っていますが、今後の住宅供給公社に対する取り組みについて、県としては

今後、どのように経営全体を見直す計画を進めようとしているのか伺います。 

 

三枝住宅課長  現在、平成２０年度までの経営計画の着実な実行を進めていますが、その

中ではプロパー職員の数を４割減らすということで、平成１６年当初の２２

人を２１年の４月には４割減の１３人、職員給料は５％減、管理職手当は５

０％減として進めています。しかし、もともとの簿価と時価との乖離が大き

いため、県から２億４千万円の補助をいただいていますが、今の経営計画を

着実に実行していくなかで、分譲資産の分譲がなくなりますと、あとは手持

ちの賃貸事業の収入と、県営住宅の約７千７百戸の管理委託分の収入で公社

の経営をしていかなければならないため、できるだけコスト削減を図ってい

く考えです。 

  また、平成２０年４月から、３公社一元化で役員や管理部門を統合するこ

とで、統合効果があらわれることを期待していますが、それらを含めて、経

営はあくまでコスト削減をして、２１年からまた関係各方面の議論をいただ

く中で経営計画を新たにつくる格好になろうかと思います。いずれにしても

県営住宅の管理、所有している土地の賃貸収入で賄える範囲で公社を維持し

ていく格好ではなかろうかと思います。 

 

前島委員  今度の新しい取り組みの中ではできるだけ縮小という方向で、ビジョンを

掲げて取り組むべきだと思っています。やはりもう民間に託していく方向で

歴史的に判断していくべきだと考えて、国も住宅供給公社の存廃については

それぞれの地方自治体の判断にゆだねるというところまで来ているわけで

すから、そういうことについてどうか取り組んでもらいたいと思っています。 

       （地域高規格道路等計画調査費について） 

  土１３ページの地域高規格道路等計画調査費４千４百万円、新山梨環状道

路等の整備を推進するための調査にかかわる予算について伺います。高規格

の道路計画ですが、私たちが見て、これは高度経済成長時代に策定した計画
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で、やはり路線問題で北回りのルートなどが問題で非常に難航していて、少

しずつですけれども進められてきていることは結構だと思いますが、盆地の

平らな部分について、これをあまり高架式にすることについて私はいかがな

ものかと思います。景観や、高架にした場合にはその両側の土地利用がかな

り制限を受ける可能性が非常に高く、非常に不経済な部分も感じられるため、

できるだけこの平面で使う努力をすべきと考えますが、これらについては見

直していくといった余地があるのでしょうか。 

 

小池道路企画室長  現在は地域高規格道路として新山梨環状道路を計画しています。この地域

高規格道路の経緯としては、まず道路は高速道路が一番上にあるわけですが、

これは大体８０キロほどのスピード設定でつくっています。それから、一般

の道路は大体３０キロから５０キロぐらいのスピードになるようにつくっ

ています。そうすると、その間の、高速道路と一般道路の間のギャップはも

のすごく多く、それをスムーズに連係する目的で地域高規格道路として、今

の新山梨環状道路は行っています。１つ例にとりますと、アルプス通り線が

４車線でバイパスへ抜けましたが、あれは中心の道路として平面でずっと整

備しています。既に信号が２０から３０ぐらいできており、かなり交差点に

おいて交通のスムーズな走行を妨げています。 

  そうなると、どうしても道路の速度がやはり３０キロ台などになってしま

うため、地域高規格道路という、もともとの高速道路と一般道路の連係を目

的として整備しようということになった場合には、ある程度は高架道路とし

て、一般道路と交差が少ない構造にせざるを得ないと考えています。 

 

前島委員  環状道路は山梨県の盆地の中をぐるぐると回る、非常にエリアは小さいも

のです。小さいものですから、そんなに急いでどこへ行くという感じも一面

あります。県内外を結ぶような道路とはちょっと規格的に違うと思います。

山梨の盆地をぐるぐると回る環状道路については、もう少しそこに居住する

住民の生活環境の問題や、土地利用の価値の問題に対する配慮が平らな部分

についてはあってしかるべきではないかなという話を、よく現場の皆さん方、

住民の方々からも受けたりすることがあります。そういう点で検討していく

課題はないのかを今、質問しています。高規格道路の性格はよくわかってい

ます。わかったうえで、そういう配慮を加えていく課題はないのかどうか、

聞いていますので、それを教えてください。 

 

小池道路企画室長  当然、沿線の方々の利用も考慮しますので、必要なところに側道等を整備

して、沿線の方にもご利用していただけるような構造は検討しています。 

 

       （一般競争入札の拡大と支援対策について） 

前島委員  竹越委員からも質問がありましたが、特に山梨県の場合は、いわゆる大型

倒産が建設業界に集中し、最近の状況であれば額も件数も、今、建設業界が

非常に大きな荒波に直面しているという話は繰り返しているところですが、

その中で２０年度から新しい入札制度の見直しが具体化していって、１千万

円以上の入札がすべて一般競争入札という枠組みの中に、試行段階から実行

段階に入ってく流れになっていきます。その中で、中規模とも言えない、ど

ちらかというとファミリー的経営となる小規模経営をしている状態の方々

や、職方の皆さん方にとって、この入札制度の実行を通じて新たな課題に直

面してくるのではないかと心配しています。 

  この波及的影響をどのように県の土木部としてはとらえ、その課題につい
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て、もちろん予算措置で支援体制をとりますが、今のような状況が完全実施

されていく中で、相当淘汰ということが具体化してくると思います。それに

ついていろいろと情報提供を含めたいろいろな取り組みをしていくという

ことですが、やはりかつての拡大と膨張の時代、建設の人たちの景気対策と

いうともう金融政策を通じてやる方向と、国、県、地方の財政を拡大するい

わゆる財政拡大運用の２つの柱で戦後の景気調整をしてきました。そのこと

が結果的に体質の改善をおくれさせてしまったこの業界の泣きどころにな

っていることも事実です。そういう点では、もっともっと温かい手を差し伸

べて具体的な資金対策を含めたいろいろな支援体制をいま一つ、腰を入れて

あげる必要があるのではないかという感じがしています。 

  そのことを含めて、１千万円以上を、いよいよすべて指名競争入札から一

般競争へ移行していく流れの中での影響をどう受けとめて、判断して見てい

るのでしょうか。それとあわせて支援策をより厚いものにすべきだと思いま

すが、２点について伺います。 

 

丹澤土木部次長  まず一般競争入札の拡大の話ですが、昨年の３月末に公共調達の改革プロ

グラムを策定して、その中で、以前から山梨県においては一般競争入札の段

階的拡大を図ってきたわけですが、そのプログラムにしたがい、平成１９年

度には３千万円以上はすべて一般競争入札、１千万円から３千万円の３割程

度で試行してきました。というのは、１千万円から３千万円はＣクラスの

方々です。そんなに大きくない、小さい企業の方々ですので、発注者側とい

うよりも受給者側、応募される方々についてなれていただくという意味で１

年間、試行してきました。その結果、業界の方々も特に問題はなかろうとい

うことを我々としても確信が持てましたので、この４月からは１千万円以上

の一般競争入札に踏み込んでいきたいと考えています。プログラムの中では

一応、１千万円までで、それから先については一般競争入札の拡大の予定は

ありません。 

  一般競争入札の拡大が中小の業者にとって厳しい側面があるのではない

かという先生のご心配があろうかと思いますが、入札の方法が指名から一般

競争入札に変わるだけで、事業量については変わっていません。より参加は

公平に、透明性の中で行われるわけであり、その点については特に一般競争

入札にするからマイナスの作用というのは、本県の場合にはごく一部の業界

では最低制限価格のところで抽選が行われている業界もありますが、大多数

の業界ではまだそれほど過当競争にはなっていませんので、１千万円以上の

一般競争入札の拡大をしても、それが直ちに経営を圧迫して苦しい状況に追

い込むことにはならないと想定しています。 

  また、支援策については先ほど竹越委員にお答えしたとおり、１８年度か

ら活性化の支援対策を行ってきましたが、２０年度には専門の組織をつくっ

て、通年の相談体制を整備するとともに補助制度についても、新規分野への

補助金、あるいは合併・連携の促進についても誘導策を導入していこうとい

うことで、工事量を増やすわけにはいきませんが、工事量以外のところで、

業界の皆さんに県としてできる最大限の支援をしていこうとしています。 

 

       （やまなし建設産業活性化支援対策費について） 

望月委員  やまなし建設産業活性化支援対策費に関連してお聞きします。業者にはＡ

ＢＣＤのクラスがあります。その中でＡとＢ、ＡとＣが合併をこれから進め

ていく中で、合併したときに今までのＣクラスの業者がＡと合併したときに、

大きくなった母体の中でＣクラスの仕事もとれるというような話をこの間、
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聞いた気がしますが、それはそのとおりでいいですか。それがもし可能な場

合に、今、竹越先生も前島先生も心配しているのは、小企業が大企業と合併

した場合に下のランクの仕事もとれるとなると、この公共事業の削減の中で、

小規模のＣクラスとかＢクラスの業者の中で合併できずに単独で経営して

いく皆さんに対して、２０年度実施した場合の対策を考えているか教えてく

ださい。 

 

丹澤土木部次長  合併に対する優遇措置は金銭的な支援ではなく、入札等に当たっての優遇

策です。現在、考えているのは、経営審査の点数があり、これは客観的に全

国一律で計算されるものですが、それに主観点というもの、基本的には技術

点が多いわけですが、それを加えて、加えた点数でその会社の土木とか建築

でいえばＡからＤまでランク分けをしています。そのランク分けをする主観

点、県で加える点数の中へ、合併したところについては一定の期間、割り増

しをしよう、かさ上げをしようということが１つです。 

  ランクアップの場合、一定期間、直近下位の等級も有することになってい

ます。先ほど望月委員がＡとＣとおっしゃいましたが、そういうケースがあ

るかどうかは別として、仮にＡとＣが合併してもＡとＣの仕事ができるとい

うことではなく、直近下位と考えていますので、ＡとＣが合併したらＡとＢ

の仕事を一定期間できるようにしたらどうかということを今、原案として建

設業協会へ検討をお願いしており、現在、検討中ということです。 

  県の発注自身もＡランク、Ｂランク、Ｃランク、Ｄランクの比率を急激に

変えるという考えは持っていません。２年に一度ランクの更新をしています

が、そのときにも、全体で事業量は減っていくわけですが、その減り方は大

体同じようにそのランクに応じて減らしていこうという考えで今までも進

めています。ということで、その制度を導入したから小さい企業が割を食っ

て圧迫されるということはないのではないかと考えています。 

 

望月委員  １千万円以上の一般入札ということで、業界の中でも、この公共事業の削

減によっても競争化が激しくなると思います。当然自主自立の中で力をつけ

てくる企業もありますが、今言った期限つきのような話は、結局、そうした

合併などを推進する中で、県としてもそれだけの配慮をしていくと考えてよ

ろしいですか。 

 

丹澤土木部次長  合併を促進するという意味で、ランクが異なる同士が合併した場合につい

ては、基本的に一定の年数に限らせていただこうとするものです。異なる地

域間で合併した場合の地域の点などについては現在検討中です。 

 

       （道路橋りょう関係の債務負担行為について） 

望月委員  土１１ページの債務負担行為の内容で聞いておきたいと思います。橋梁に

ついては、大体新しい橋ができれば古い橋は撤去するということがあるよう

ですが、新橋と旧橋が距離的に離れていて商店街へのアクセスや生活道路と

しての不便さがあるときに、地域からの要望があれば、やはり撤去せずに地

元の声に配慮できるような場合もあるのでしょうか。それとも、もう新しい

橋ができれば古い橋はすべて撤去するのですか。 

 

上田道路整備課長  新しい橋をつくる場合には、現存する橋が機能的に使えない、または古く

なったときにかけかえという話が出ますので、当然、そこにある橋そのもの

が使えず、それに代わって橋をつくるということです。当然、そこには橋の
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右岸でも左岸でも両側に商店街などがあり、当然そこを利用している人たち

がいますから、大抵はその橋の近くにつくることが多くなります。そういう

場合には、工事などのときに障害になるということで、新しい橋を近くにつ

くった場合には大抵の場合は旧橋をとらざるを得ません。これは河川管理上

の問題です。 

  ただ、今度、橋のつくりについて、例えば南部橋等もそうだと思いますが、

機能的にもう少し離れていたほうがいいのではないかという場合について

は、一定の距離を保つことによって、河川管理者がこのぐらいなら大丈夫だ

という判断に立てれば橋を残す場合もありますし、とらなくて済む場合もあ

ります。ただ、管理する側が、例えば県道の場合で、その県道のかわりとし

て新しい橋をつくりますと、その古い橋そのものをだれが管理するかという

ことがあり、それはまた地元との調整の中で、地元で管理していただけると

いうことであれば残すこともできるでしょうし、ケースバイケースというこ

とだと思います。 

 

望月委員  わかりました。 

       （県営住宅管理費について） 

  土４４ページで先ほどからも出ている県営住宅の関係で、家賃の滞納につ

いては常に問題になり、よく督促を出したりしているようですが、おそらく

入居するときには必ず保証人をつけると思います。その保証人がついている

以上、ある程度、こういう滞納に対しても、その保証人にも責任の一端があ

ると思いますが、それらの対応を県ではどう考えているのでしょうか。何回

督促してもこれだけ毎年滞納者が増える中で、それでは保証人をつけている

意味がないような感じもしますので、保証人との関係をどう対応しているの

か、お聞きします。 

 

三枝住宅課長  保証人にも同じように督促を出します。そうしないと保証人の意味があり

ませんので、保証人にも厳しく対応しています。ただ、なかなか今、規範意

識が低下している部分があり、それでも知らないふりをするところがありま

す。そういう場合は、やはり訴訟で対応して強制退去になります。 

 

望月委員  保証人にも督促を出しているということですが、訴訟をする場合、保証人

も一緒に、入居者と同時に訴訟にしていますか。 

 

三枝住宅課長  訴訟の場合は、強制退去ということですから保証人は入っていません。滞

納金と強制退去を求めるという訴訟ですので、保証人に対する督促は、面談

等をしながら行います。 

 

（ 休憩・再開 ） 

 

       （指導検査費について） 

鷹野委員  土３ページに指導検査費がありますが、この内容と先ほどから出ている一

般競争入札の１千万円などとの関係を教えてください。 

 

丹澤土木部次長  指導検査費は経営事項審査の必要経費であり、また、入札は電子入札を利

用しています。予算上はこれらのシステム統合の業務委託です。 

 

鷹野委員  一般競争入札が施行されることによって、地元の業者に対する評価等も、
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この厳しい環境の中で、他県の状況を見ても、地域に貢献している業者等に

ついてはどこかで評価して、地元の企業に対する評価を与えることが必要で

はないかと思っています。 

  そんな中で、特に入札の所管が土木部ということで、入札合理化検討委員

会があると聞いていますが、これらで２年に１度、評価を見直すという話も

聞いていますが、地域貢献という言葉はいろいろ意味合いも多方面にかかわ

ってくるかと思います。例えば障害者を雇用している企業であったり、また

子育て支援に対して取り組んでいる企業、また過日お話しした会社から消防

団員を出している企業であったり、多方面で地域に貢献している企業はいろ

いろあるかと思いますので、この入札の中での評価として地域貢献をぜひ積

極的に取り入れることが必要であると思っていますが、このことについてお

答えください。 

 

丹澤土木部次長  先ほど申し上げましたとおり、県の公共工事で入札を参加される方につい

ては２年に一度評価が出され、そのための経営審査については毎年受けてい

ただきます。これは全国一律の基準で計算されます。それと、主観点といい

まして、これは各自治体によっていろいろなつけ方がありますが、基本的に

は技術点を主体にして、技術以外のものでは現在、ＩＳＯの９０００シリー

ズに入っている、入っていないというのも加点対象にして、客観点、全国一

律の点数プラス主観点、その合計点で点数をつけて、上から並べてＡランク、

Ｂランク、Ｃランクと評点しています。 

  その中の主観点の分について、社会貢献や地域貢献の要素を加味してある

のかというご質問だと思います。現在、平成１９、２０年という２カ年の更

新ですが、今度、平成２１、２２年で更新しますので、その作業を２０年度

に行います。その中でまさに地域貢献、社会貢献については建設業協会の

方々からも要望をいただいています。防災の協定を結んでいるなど、それは

別の総合評価のほうでも加点対象にさせていただいたりしていますが、地域

貢献、社会貢献について、我々も総合評点の検討の中で加点していくべきだ

と考えており、２０年度にその作業を前向きにしていきたいと考えています。 

 

鷹野委員  今、入札参加資格の総合評点について、地域貢献に対する評価を付与して

いくということですが、他部局のいろいろな政策的なものが影響してくるか

と思いますので、それらを洗い出した中でぜひいろいろな角度から見た評価

をして適正な入札になる中で、なおかつ地域に貢献している企業には手厚く

対応していただくようにお願いしたいと思います。それについては対応して

いくということでよろしいでしょうか。 

 

丹澤土木部次長  鷹野委員がおっしゃるとおり、今年度、平成２１、２２年の名簿作成作業

をする中で、地域貢献、社会貢献をされている企業について、加点の対象と

いうことで県庁内、いろいろな部署のご意見も聞きながら検討していきたい

と思います。 

 

鷹野委員  地域貢献については、要は審査する段階で、地域貢献という項目を業者が

自己申告する前提でいるのでしょうか。それとも、県が基本的にそれに対す

る調査をするということでしょうか。 

 

武川委員  今、鷹野委員がいい質問をされて、できるだけ配慮したいとの答えがあり

ました。配慮するということは情報がなければ配慮できません。情報を得る
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のに業界からも聞いたりするのはいいですが、業界に入っていない人もいま

す。ですから、皆さんが配慮するか、しないかは別にして、参加資格を出そ

うとしている人がすべからく情報を伝えられるシステムにしておかないと

いけません。やりますと言っても、どうやって情報を吸い上げるのでしょう

か。その辺をきちっとしないと言いっ放しになってしまいますので、それを

もう一回、補足してお聞きします。そこが一番重要なのです。配慮しますと

言っても、情報がなければ配慮のしようがないわけですから。 

 

丹澤土木部次長  当然、業界にとどまらず、県庁の各部署でそれぞれの行政をしており、そ

ういうところで地域貢献や社会貢献の仕事を評価して、それをメリットとす

るシステムを何とかできないかと思っています。全国でいろいろな導入事例

もありますので、そういうものも参考にして、幅広くご意見を伺いながら検

討していきたいと考えています。 

 

武川委員  非常にいい発言をしていただきましたが、道路の改良や新設をするときに、

たまたまＢ、Ｃの業者が沿線にいて地域貢献している場合があるわけです。

ところが、仕事となるとＡしかとれないような状況で、全く配慮されない場

合があります。地域貢献を考慮するならＢとかＣの業者にも指名が必要にな

るわけだし、そうでなければ何も配慮がないです。言っていることとやって

いることが違います。 

  雪のある地域では、一生懸命、冬には雪かきをします。現状では、一生懸

命、雪かきしても、今度は指名で雪かきに関係ないとんでもないところがと

ったりするわけです。だから、その辺を今、課長さんがおっしゃったような

ことが実際に反映されるようにやはり気を配らないとまずいと思います。 

 

丹澤土木部次長  武川委員がおっしゃることに関して、今、拡大している総合評価の落札方

式があり、これは基本的には一般競争入札でやっていますが、単に価格だけ

ではなく、技術、あるいはこれから拡大しようと思っているのは武川委員が

まさにおっしゃるとおり地域社会への貢献を点数化して得点にして、そうい

うものの合計点で落札者を決めるという制度に今、変えようとしています。 

  今、おっしゃられた中で言えば、災害協定とか除雪の契約をされている方、

あるいは特定の路線について維持管理業務を受託されている方については

プラス点で評価してハンデをつけて、そういう方に有利になるような一般競

争入札をしようという方向で来年度から改正しようと考えています。 

 

       （ハザードマップ調査費について） 

鷹野委員  次に土２２ページにハザードマップの調査費が上がっていますが、これは

多分、市町村で今、指定流域といいますか、この地域が浸水予想区域という

ことで作成している内容だと思っています。今回、上がっていますハザード

マップが作成されると指定区域の市町村についてはすべて完了するという

ことでよろしいのでしょうか。 

 

古屋土木部技監  そうです。対象は１４市町村ありました。今回の市川三郷町と鰍沢町を実

施しますと、一応、浸水予想区域を国でつくりましたもの、県でつくりまし

たものをあわせて全てが完了することになっています。 

 

鷹野委員  これは国と県と市町村でそれぞれ３分の１ずつ予算を出しているハザー

ドマップ作成ということです。そうなりますと、すべてこれをもって指定区
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域は完了するということで、各市町村が当然、主体でやっていることですか

ら、市町村でこれらを情報提供して地域住民に知らしめるのが主眼点だと思

っています。しかし、やはり全体的なものについて考えると、やはり県もこ

ういう情報についてはホームページ等も当然、持っているわけですから、こ

れらに反映して、いろいろな角度から情報の共有をすることが必要かと思っ

ていますので、県として対応できる状況をつくっていくべきだと思いますが

いかがでしょうか。 

 

古屋土木部技監  今までつくってきたハザードマップについては、各市町村でホームページ

等を開設しています。ところが、現状、県のホームページからそこにリンク

できることになっていませんので、今、ご指摘のとおり、せっかくつくりま

したのでそれができるように、全市町村のものが県のホームページからも入

っていって、浸水区域もわかり、避難場所もわかることにしていきたいと思

っています。 

 

鷹野委員  ぜひ共有できるようなホームページの対応をして、知らしめていただきた

いと思います。 

  もう１点、それと関連するわけですが、土２３ページの河川情報システム

の保守ということで、これは河川の洪水とか、監視カメラで情報を出すとい

うものなのでしょうか。 

 

古屋土木部技監  これは県下の重要な河川には水位計を設置しています。さらに、雨量計も

設置しており、それらの情報が入り、また入ったものが各事務所にも行ける

システムを以前、つくりました。さらに加えて、監視カメラを設置して、荒

川や塩川、濁川といった重要な河川の浸水や取水状況がわかるところにカメ

ラを設置して、それも取り込める格好にしています。 

  ただ、今まで、雨量や水位の状況は県のホームページからすぐとれるよう

になっていますが、カメラの写した状況は、あの家のそばが写ってしまうと

か、個人情報保護法上の問題があり、一般の方にお知らせできるかどうかは

検討していかなければならないことなので、それはホームページからという

わけにはいきません。河川管理者である事務所と本課には入るようにはなり

ますが、そのような状況になっています。 

 

鷹野委員  これも情報の管理ということで難しい部分もあるかと思いますが、先ほど

のハザードマップの情報の共有と同じように、可能な部分についてはぜひ関

連して情報の共有ができるような研究等もしていただければと思います。 

 

古屋土木部技監  わかりました。今年度、一応、これで最後ということにもなっていますの

で、検討させていただきます。 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

 

※第 三 十 三 号  平成二十年度山梨県流域下水道事業特別会計予算 

 

質疑       なし 
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討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

※第 十 五 号  山梨県都市公園条例中改正の件 

 

質疑       なし 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第 十 六 号  山梨県営住宅設置及び管理条例中改正の件 

 

質疑       なし 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第 四 十 三 号  急傾斜地崩壊対策事業施行に伴う市町村負担の件 

 

質疑       なし 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第 四 十 四 号  公共下水道県代行事業施行に伴う受益者負担の件 

 

質疑       なし 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第 四 十 五 号  流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担の件 

 

質疑        

 

武川委員  作業として法律には市町村の意見を聞いたり、同意を得ると書いてありま

すが、これはスムーズに話が進んでいるのでしょうか。 

 

山田下水道課長  議案を提出前に市町村の意見を聴取して、既に文書で同意を得ています。 

 

武川委員  私が聞いたのは、法律に書いてあるように意見を聞いて、同意を得るとな

っています。その際、いろいろな意見はあまり出ずに、説明したらもう全く
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わかりましたという状態だったのか、何か特に問題点はありませんでしたか

と聞いているのです。 

 

山田下水道課長  負担金の単価の算出を計画の維持管理費でとりあえず算定しているわけ

ですが、１０ページにありますように単価は年々、１１年から１３年までは

上がりましたが、それ以降は年々下がってきています。これはもちろん流入

量によって薬剤の量が増えたり、汚泥の量が増えたりしますので若干の維持

管理費は増えていきますが、それほど大きい伸びはありません。しかし計算

上で入ってくる下水も、水洗化率が上がったり、普及率が上がるたびに増え

ています。したがって、こういった意味では維持管理費の負担割合といいま

すか、単価自体は下がっていく傾向にあります。 

  １１年から１３年になぜ上がったかといいますと、まだまだ接続が少なく

て、水も入ってくるのが少なかったということで、しかも一部、県が赤字の

折には負担しているという経緯がありましたので、逆にたくさんいただいて、

赤字をなくすという方法でしたが、１４年から１６年以降は年々、流入量が

上がってきているので、いわゆる市町村としての負担は下がってしかるべき

だということで、全体に下がっており、２０年度以降、管理費について各市

町村にヒアリングにいったり、意見を求めた結果、市町村はすべて問題なく

よろしいということで返事をいただいています。 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

※所管事項 

質疑 

 

       （山梨県部等設置条例中改正の件について） 

前島委員  新しい県政執行という中で、知事さんの考え方もあって機構改革を各般に

わたって進めることについては、基本的に執行部の権限でやることですから、

了承せざるを得ませんが、私は、行政というのはやはり県民にいかに浸透す

るかが最大のテーマだと思います。出先機関を含めて歴代、部局の名称を変

え過ぎます。このことは県民の側にとると非常に迷惑なことです。できるだ

け伝統美を持ち続けていくことを基本に考えながら、その中の行政のシステ

ムを、時代的にソフト面を工夫することはよく理解しますが、例えば土木部

というのは県民みんなが愛着を持つ名称としてストレートにわかりやすい

名前です。こういう名前が安易に変わっていくこと自身、長野県なんかを参

考にされると、ほんとうに長野というところはほとんど昔のまま、出先を含

めてあまり名称を変えません。県民にとって、そこを訪ね、そこに接点を持

っていくかという点で名前を一つ変えて、これを浸透させるにはかなりの歳

月、年月がかかるものだと思っています。 

  私も県議会議員になって、県庁の長い流れを見てきて、片仮名の横文字を

たくさんつくってみたり、いろいろなことをやっていますが、県民にとって

あまり評価はないです。県民は高い評価はしていないと思います。ですから、

こういうことについては、やはり皆さん方のそれぞれの部局が行政のシステ

ムを変えていく場合における名称の扱いについては、ほんとうに体を張って
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頑張らなければいけないと思います。森林は森林です。土木は土木です。河

川は河川です。自然の営みと長い歴史と伝統の上に立って、名称というもの、

場所というものを県民にとっていかに浸透させるか、浸透をもって県民サー

ビスを図るかということを繰り返し、やはり慎重な対応をすべきだという点

をお話させていただきたいと思っています。 

  土木部を県土整備部と改める流れは一体どういう根拠で、どういうふうに

県民の皆さん方に利便性を与える、効果的な流れがあるのか。もう一度、改

めて聞きたいと思います。 

 

保延委員長  その前にちょっと申し上げますが、この案件は総務委員会に一括付託をさ

れておりますので、採決もそのとおりであります。そういう意味であります

ので、簡略に土木部長からの説明をお願いします。 

 

小野土木部長  大変ありがたいお話を伺いました。県行政で土木の名前は今年で１３０年

になります。非常にさみしいわけですが、ただ、単に物をつくるだけではな

いという感覚で新しい県土整備部を育てていきたいと思っていますので、ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

 

前島委員  部長にそう答弁されてしまうと、もう感慨無量で何の言いようもありませ

んが、ただ１３０年の歴史があります。今、私たちの日本で一番大事なのは、

行政を含めて固有の文化をどう守るかということです。国際化社会を迎えて

固有の文化をつき合わせて、戦後日本の国は敗戦で固有の文化に自信を失っ

てしまいました。日本が国際化時代を迎えて、今、求められているのは、一

軒の家庭の生活から、行政の身近な仕事まで、もう一回、伝統の重要性、伝

統文化の大切さをどうか今後の行政改革に当たっては肝に銘じて取り組ん

でいただきたいと思います。 

  そういうことを皆さん方がもう体を張って４０年が経ち、部長も今回、ご

勇退されていく流れの中で、長い歴史の中でほんとうに技術者として土木を

愛してきました。そういう点で、やはりある意味では頑張るところは頑張っ

てくれたと思いますが、そう言われてしまうと、全体で決めることですから

どうにもなりませんが、そうしみじみと感じながら、あまり頻繁に機構を変

えていくことはやってはならないことだということだけ申し上げます。ソフ

トを変えればいいことですから、そういう一工夫を行政はそれぞれの部署で

検討してもらいたいと思います。 

 

       （土木部技術職員の技術力向上について） 

山下委員  先日、自民党として建設業協会の方々といろいろお話をする機会がありま

した。先ほどから業界の厳しいお話を言っていますから、それは置いておい

て、その中で、いわゆる県の出先の方々の態度が非常によくないという話を

されました。 

  私も先日、地元の石和を所管している峡東の合同庁舎に行ってみました。

当然、連絡しておきましたので、特に対応が悪いということはなく、普通に

県会議員の山下さんが見えましたと言っていただきました。当然、皆さんは

現場の最前線でいろいろやってらっしゃるから、態度がいいとか悪いという

話はその人のとりようにもよりますから、それは一概に、業者がそう言った

から、はい、わかりましたという言い方はできません。 

  ただ、その中で、いわゆる昔に比べて技術者の方の持っている技術力が落

ちているのではないかという話をされました。それは設計や測量といったこ
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とがよくわかってないのではないのかということを業者の方々が言ってい

るということです。だから、何かやるにしても書類がなかなかすぐ返ってこ

ないとか、一回で言ってくれればいいのに、ここを直せ、またこうだ、また

こうだ、またこうだと、同じことを何回も言うようなことです。一体、いつ

になったらオーケーしてくれるのかということも少し言っていました。 

  土木の中で技術職員を直接、採用しているのかどうか。採用はどういう形

になっているのか。また、その人たちの教育をどのようにしているのかお答

えください。 

 

丹澤土木部次長  土木の技術職員についても、事務職員と同様、人事委員会で選考、試験を

行い、名簿に登載して、知事に提出して採用するということです。土木で独

自に採用しているということではありません。 

 

山下委員  当然、そういう形で優秀な人たちに集まっていただいて、土木に来ました

ということになるわけですね。配置をすると。それも人事課が配置をすると

いう話でしょうか。そうなってきたときに、その人たちが学校から卒業して

きて、どういう教育をされているのでしょうか。ただ単に現場に行って、覚

えなさい、勉強しなさいという話ですか。何かきっと実施していると思いま

すので、それを教えてください。 

 

樋川技術管理室長  技術職員の研修については計画的な育成に取り組んでおり、現在、土木部

の技術の専門研修として、新採用の職員のほか２年目、２７歳、３５歳、と

いったところで段階的に研修を積んでいます。技術職員は、ただ専門技術能

力だけを養えばいいということではなく、最近は危機管理能力や業務管理能

力、政策形成能力といったものが総合的に求められていますので、段階的な

研修を積んでいます。 

 

山下委員  そうトータルでやっていけばすばらしいミスター山梨県、県庁の星になれ

るのですが、その前の段階で、要するに極端なことを言えば、その人が測量

もできません、レベルも見られません。図面を見てもよくわかりません。そ

れでは総合政策能力の以前の話ですが、その辺はどうですか。 

 

樋川技術管理室長  当然、そういった初期の段階で必要となるものについては、新採の研修か

ら２７歳くらいまでにメニューとして取り入れています。 

 

山下委員  私はそんなことを言われるのはほんとうに悔しい思いでした。業者の人か

ら能力が落ちているとか、しまいには測量できない、レベルも読めない、大

体図面を彼らはほんとうにわかるのですかなどと言われるのも、単に口の悪

い人もいるかもしれません。でも、何かどこかできっと、全部が全部そうで

はなくても、少しはそういうところもあるのかもしれません。ですから、や

はり大いにそこのところは教育していただいて、そんなことを言われないよ

うにしてください。 

  やはり、県庁の中にも、マスコミの人たちがいるからあまり言いたくない

ですが、施設の建物を建てたら、先生、あれはすっかりコンサルにだまされ

てしまいましたなどと言う人も中にはいます。結局、経済だとか、景気の動

向だとか、いろいろそういうものがありますから、必ず建てればもうかると

いうことならみんな、もうかってしまいますが、実際の話、つくってみたら、

この技術は全然おくれた技術だったとか、もっと別の方法がありましたとか、
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そういう話が後から出てきます。それでは、一体何なんだという話になって

しまいます。 

  それは、我々ももっとしっかりチェックすべきですが、やはり執行部サイ

ドとして、つくり上げていくときにきちんとした目で見ていくように、別の

ところでそういう教育を怠たってしまうと、同じようなことを繰り返してし

まうのではないかと感じていますので、ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。 

       （入札制度の考え方について） 

  あと１点。先ほど入札制度の話が出ていました。また後で新聞記事なども

持ってきますが、今はとにかく一般入札制度を実施する方向で世の中がずっ

と走ってきています。山梨県の場合には談合などいろいろな事件があったこ

ともあって、取り組んでいて、全国的にも競争によってコストを下げていこ

うということです。 

  ちなみに福島県では逆の動きがあり、指名競争入札を復活させています。

それはなぜかといえば、何でも安ければいいという話ではないということで

す。先ほど質問させていただきましたが、できるだけ橋梁の寿命を延ばして

いこうという中で、そのベースのところで一生懸命安くすれば、当然、見ば

えというわけではないですが、材料も少しは落とさなければいけなくなって

いき、いいものができなくなります。やはりそういうことも含めると一概に

何でも一般入札がいいとは思っていません。それについて感想だけでもお聞

きします。 

 

丹澤土木部次長  山下委員の一般競争ではなく、逆に指名競争入札を増やそうとしている県

もあるというご意見です。新潟や福島で一部、そういう動きがあることも承

知しています。それはやはり理由があると思いますが、全面的な一般競争入

札、価格だけの競争をした場合にはやはり弊害が生じて、地域で地道に社会

貢献、地域貢献をしながらやっている建設業者が駆逐されてしまうケースが

あり、そういう自由競争に任せていいのかという反省の中から動きが出てき

ているものと考えていますが、そういうものを避けるために指名競争に戻る

のではなく、我々が目指しているのは、単なる価格だけの競争ではなく総合

評価落札方式を拡大することによって、単なる価格の競争ではない、ほんと

うに技術を持って、経営もしっかりして、地域にも貢献している企業を入札

制度の中で選択していこうという方向を拡大しようとしています。 

  総合評価方式については、価格だけではなく技術も点数化します。先ほど

申し上げましたが、災害協定や除雪、維持管理業務の委託など地域に貢献し

ている分も、その中で点数として評価して、合計点で落札者を決める制度で

すが、それを２０年度においては３千万円以上の工事のうちの約３割で実施

しています。行動計画の中にありますが、この割合を２１年度には５割、２

２年度には９割ということで、その比率を高めていこうと考えています。 

 

山下委員  全部指名競争入札ということはなかなか難しい時代ですからその辺はわ

かりますが、やはりそういう部分も頭に置きながら、ぜひともやっていただ

きたいということです。 

  それと実際の話で、少し細かい話になりますが、今日、コミヤマ工業さん

が倒産ということになり、橋梁の部分でＨグレードの技術を持っているとこ

ろは山梨県では飯田鉄鋼とコミヤマ工業の２社しかない中で、２社の１社が

なくなるということになると、別に飯田さんが独占しようということではな

くても、そういうふうになっていきます。 



平成２０年２月定例会土木森林環境委員会会議録 

- 21 - 

  その中で、長田さんの件など、いろいろ建設業が厳しい中で、下田次長さ

んも東京からお見えになっているからぜひとも聞いていただきたいのです

が、実際の話、たしか２５億円か２６億円以上の物件に関してはＷＴＯの関

係で、要するに一般入札にしなければいけないという感じですね。 

  はっきり言わせていただければ、その仕事もできるなら山梨県の人たちに

やってもらいたいのです。なぜかといえば、我々の税金です。確かに国から

補助金をもらったりしているかもしれませんが、東京の業者が出てきて、仕

事をとって、また東京で税金を払うようなばかな話はありません。それでい

て、山梨県の人たちの仕事はどんどん減っていって、もし、長田組がそうい

うところをとらせていただいていれば、ほかの仕事も別の会社に行くことに

なるわけです。 

  確かにＷＴＯの問題があるかもしれませんが、その辺はもう少しやはり考

えていかないと、間違いなく地方と東京の格差はどんどん膨らんでいきます。

極端なことを言えば、分割するということはなかなか難しいでしょうが、Ｗ

ＴＯの中でも、この仕事に関しては２つに割っていいですよと言えるような

技術があるとか、そういう形で県内の業者がやれるような形をつくっていか

ないと、いつまでたっても山梨県の業者の技術が上がらないということにな

ります。私としてはぜひとも考えていく必要があると思いますがいかがでし

ょうか。 

 

丹澤土木部次長  ＷＴＯは国際的な政府間の取り決めであり、それについて一自治体でその

仕組みを変えることは当然できません。意図的に工区をＷＴＯ逃れで分割し

たということになりますと、これも国際協定違反ということで国の省庁から、

クレームも来ますので、基本的には意図的に県内事業者にとらせるために工

区を分割することはルール上、許されないという現状です。ただ、ＷＴＯ案

件というのはめったになく、１７年以来、２年間ありません。 

 

山下委員  残念ながら本県にはあまり大きな物件はないにしても、ぜひとも少し考え

ていていただきたいのは、それに近い数字のものでも、大手の会社は特に営

業力も技術力もいろいろあるかもしれませんが、やはりぜひとも県内の業者

のＡランクの方々がやれるような仕組みをつくっていって、そしてまたその

業者に仕事を一生懸命してもらって、たくさん税金を納めてもらって、そし

てまたその税金を県が使って、いろいろな道に使ったりするというように、

基本的に税金というのはそう回っていくものだと思っています。山梨県みた

いに小さな県のお金がどんどん外に出てってしまうと、当然、貧乏になるに

決まっていることです。そんなことを含めながらお話させていただきました。 

 

竹越委員  まず入札制度に関して伺います。 

  先日、土木から入札制度に関して、今、予定価格は全部事前公表されてい

るということでしたが、この一部について事前公表をやめて事後公表にした

いという話がありました。その内容について改めてお聞きします。 

 

丹澤土木部次長  予定価格の事前公表については、平成１４年度の中途から県が発注するす

べての公共工事の予定価格を公表しています。ただ、予定価格は事後公表が

あくまでも原則です。しかし、ご承知のとおりいろいろな事件等もあり、全

国的な自治体の動きとして事前公表が現在、主流です。ただ、事前公表でい

ろいろ弊害も起こってきています。全国的には事前公表をすることによって、

その最低制限価格といったところへ集中して抽せんの事例が増えるという
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のは本来、非常に好ましくない話であるということがありました。 

  ということで、本県においても現在、すべて事前公表としている仕組みを

一部改めて、２０年４月からは必要に応じて事後公表とすることができると

いう形にしたいと思っています。ただ、それは全分野で全体的にということ

ではなく、現在、抽せんが多発しているような特定の業種がありますので、

それらを念頭に置きながら、予定価格の事後公表を取り入れていきたいとい

うところです。 

 

竹越委員  少し踏み込んでお答え願いたいのですが、発注者側から見れば最低制限価

格のところで受注してもらえるわけですから、一応、安くていいわけです。

ただ、それでもなおかついろいろ弊害があるとのことですので、その問題が

あった部分をさらに説明してください。 

 

丹澤土木部次長  山梨県の場合には、建設業の業種の中で現在、抽せんが多発しているのは

実は管の業界が典型です。昨年度と今年では、管のＡクラスが参加できるの

は２千万円以上ですが、そのレベルのところで見ますと昨年度、約６割、今

年度、約７割が抽せんという異常な事態になっており、しかも管の業界も非

常に苦しくて、管の業界のＡクラスの会社がここのところ、倒産も目立つと

いう、明らかに好ましくない競争状態にあるということが念頭にあります。 

 

竹越委員  過剰な競争と言っていいのでしょうか。いずれにしても、入札制度は何が

一番いいのか、なかなか難しいとは思います。予定価格を公表すれば担当者

は平和でいいでしょうが、競争性を高めると、過剰な競争が起きて業者が大

変だということも確かにあります。ある程度、競争性を高めるために公表す

ることは意味があったのかなとも思います。公正な入札執行は大変難しいこ

とですから、私どもは別に否定するわけではありません。その辺のところは

きちんと説明していただいて、いろいろ試行錯誤を繰り返しながら、よりよ

い入札制度を組み立てていくのが望ましいと考えています。 

  それで、補正の審議のときに、流域下水の電気工事の契約案件で更新があ

りました。あのときに１件のみの入札参加だったわけですが、それも事前公

表ということですね。一応、確認します。 

 

丹澤土木部次長  事前公表です。 

 

竹越委員  そういう入札参加で予定価格が出ているわけですね。それでいて参加は１

社でしょう。そういう入札はどう考えたらいいのでしょうか。予定価格は公

表されているわけですよ。 

 

丹澤土木部次長  補正のときにお話しした気もしますが、やはりシステム関係のものについ

ては最初に工事をしたところがどうも有利ということがあり、他の業者が採

算等を考えて参加しないのではないかと思います。 

 

竹越委員  それはわかります。１社以外は入札参加しないからいいと言えばそうかも

しれませんが、何となくさっぱりしません。かといって事前に予定価格は公

表したわけですから隠すわけにいきません。何となくすっきりしない面も少

し感じていたのです。ですから、この点についても、今後の入札制度改革の

中で少し考えてもいいのかなという気がしますが、いかがですか。 
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丹澤土木部次長  事後公表を導入する例としてそういう過当競争にある業界の例を挙げま

したが、それ以外にも委員がおっしゃられるようなケースについても検討の

余地はあるかと思います。 

 

武川委員  結果として１社ということは、１社になるようになってしまったのです。

例えば土木の職員がよく頑張っているから表彰したいという場合ですが、仮

に部長さんを表彰したいと思ったときに、部長さんは体重が大体何キロです

か。 

 

小野土木部長  ７１キロです。 

 

武川委員  身長は。 

 

小野土木部長  １６５センチです。 

 

武川委員  足のサイズは。 

 

小野土木部長  ２６.５センチです。 

 

武川委員  そうすれば、体重は７０キロから７５キロの人で身長は１６０から１６７

センチで眼鏡使用という条件をつくっていけば部長のところへ行ってしま

うのです。ですから、やはり一番いいのは、言うまでもなく、先ほど山下委

員がおっしゃったように法的に、制度的に許容範囲の中で山梨県内の事業者

にとってもらうことがもう当たり前の話です。そういかないとしたら、今度

は安いほうがいいわけですからやはり１社でも多く入札に参加できるよう

な条件にしておかないといけません。土木部長が優秀ではないと言う人もい

るかもしれませんが、条件設定していけばそうなってしまうわけです。体重、

身長、足のサイズ、眼鏡使用、性格温厚というような条件設定をすればそう

なります。やはり条件設定を考えれば複数の業者が入るようになると思いま

すがいかがでしょうか。 

 

丹澤土木部次長  特定の業者だけ入れるような条件を設定することは当然、してはいけない

ことですし、その点はできるだけ多くの方が参加できる条件を設定して一般

競争入札をやっていくという考えです。 

 

武川委員  結果としてそうなっていることがやはり問題なのです。知恵が足りないと

いうことです。うちの会派の会長に言わせれば汗が足りないということです。 

 

       （入札参加資格におけるＩＳＯの取扱いについて） 

土橋委員  入札のことで１つ伺いますが、先ほどの話の中にＩＳＯという話が出てき

ました。入札の条件の中に、この金額までは要らないとか、ここからはＩＳ

Ｏがあるところがいいという条件はありますか。 

 

樋川技術管理室長  現在、ＩＳＯの条件をつけているのは、一般競争入札では原則として１億

円以上です。 

 

土橋委員  ＩＳＯを取るのに指導している人から聞いた話ですが、特に土木の関係だ

とかいろいろな関係で、現場へ来て例えば川をつくっている人、道路をつく
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っている人たちが、ＩＳＯの何たるかを全然知らない人たちがみんなで一生

懸命やっていますと。ただ、入札にかかわるためにＩＳＯにお金をかけて、

しかも更新にも金がかかり、取るときにも専門のその人を雇わなければなり

ません。でも、その人たちが現場に出ているかといえば全然出ていません。

その段階で、その入札をとるためだけで、実際に工事現場に来ている人たち

はそこの下請けも含めて、ＩＳＯが何たるかもわからない人たちが来ている

ということで、ＩＳＯで縛ってしまうのはどうかと思います。実力や技量は

あってもＩＳＯは要らないと思っている会社は一切とれません。落札した２

社は間違いなくＩＳＯを取っている会社だったと思いますが、もう少し枠を

簡単にする方法もないのかと思いますが、どうでしょうか。 

 

樋川技術管理室長  発注者として、品質保証を期待することは当然のことだと思っています。

ＩＳＯも私どもはそれなりの資格だと思っていますし、実際、現場で作業す

る人たちが、先生のおっしゃるような形でＩＳＯ独自を知らなくても、会社

として品質を向上するための１つの施策として取得しているものですので、

それなりの評価をしていくつもりです。 

 

土橋委員  ＩＳＯを取得するために指導している人からの話を聞いたのですが、取っ

ておいてくれれば、県が楽だからというだけのことになっていないかという

のが、現場で感じていることではないかと思います。 

 

樋川技術管理室長  ＩＳＯそのものが仕事をとるための１つのパスポートという考えは誤っ

ていることだと思っています。ですから、会社として、組織として、品質を

確保するための１つの手段として活用するということで評価していきたい

と思っています。 

 

土橋委員  現に１億円以上の工事になれば持っていない場合は入札できないですよ

ね。 

 

樋川技術管理室長  一般競争入札の参加資格として義務づけていますので、取得していない業

者は参加できないということになります。 

 

土橋委員  ですから、とりあえず取らなければだめというだけのものになってはいま

せんかということなのです。 

 

樋川技術管理室長  取らなければだめということではなく、品質を確保する上では有効なもの

ですので、それを活用することによって品質を確保したものが発注者として

も受け取れるものだと思っています。 

 

土橋委員  別に言い争いをするつもりも全くないですが、県庁も持っていますが現に

ＩＳＯというもの自体が出先機関のすべてのところまでちゃんと認識され

て、それが活用されているのかと思います。今言ったのはそういうことです。

実際に入札が１億円以上のものは持っていなければ入札参加できないとい

うことですから取ってあるけれども、実際、現場の人たちのところまで行き

届いていないという情報から、何か意味がないような気がするというのを耳

にしましたからお聞きしました。 

 

樋川技術管理室長  今、先生のおっしゃられることについては、よく現場とも確認をとって、
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活用状況も点検していきたいと思います。 

 

       （県内大手企業の倒産に対する県工事の対応について） 

竹越委員  長田組土木に関する工事について、私も見て大変衝撃を受けました。県の

工事もたくさん施工されており、マスコミ情報ではいろいろ書いてはありま

すからその限りでは承知していますが、この場で改めて確認をさせていただ

きたいと思っています。 

  現在、長田組土木が受注し、施工している工事が、ＪＶを含めると数でい

えば１２ぐらいで、ＪＶを含めて３０億円ぐらいあるのですが、一言で言え

ば民事再生手続中です。今後の工事の成り行きが心配されるわけですが、改

めてこの点について、相対的にきちんと施工される見通しがあるのかどうか

お聞きします。 

 

丹澤土木部次長  竹越委員がおっしゃるとおり現在、１３件の支払いがまだ終わっていない、

ないし、今、工事中のものがあります。中には完成検査が終わって支払いを

待つ状態など、状態はいろいろですが、完全に片がついていない状況です。

     

 

竹越委員  工事でほぼ完成しているものは、それでいいですが、進捗度が低いものも

中にはあります。現在、完成していないものについて、もうやらないという

ことなら構いませんが、そうではなくてやると言っている工事は現実に動い

ているのかどうかという点については確認しているのでしょうか。 

 

樋川技術管理室長  現在、出来高が上がっていない３カ所が未着工ですが、そこ以外はすべて

の現場が動いています。 

 

竹越委員  工事が動いているということは、おそらく単独で受注している工事も下請

の業者などが、それぞれいるだろうと思います。あるいは、ＪＶの工事も、

いずれも長田組土木が中心になっているわけで、そういう意味ではＪＶを組

んでいる他の業者との関係、あるいは単独で受注しているところについても

下請との関係を含めて、工事が動いているということであれば、円滑に進ん

でいるのでしょうか。 

 

樋川技術管理室長  民事再生法の申請をする前から、同じ下請の業者が施工していますので、

そのあたりは下請との話もスムーズに進んでいると思います。企業体で受注

している３カ所についても同様の状況です。 

 

竹越委員  さっき進捗ゼロというところが幾つかありましたが、これも見通しとすれ

ばきちんと施工していただけるような話になっているのでしょうか。 

 

樋川技術管理室長  会社側からは、すべて責任を持って施工するという意向は伺っています。 

 

竹越委員  今の段階でそれ以上は言えませんが、うまくいかなければ別の方法が確保

されていると思います。難しいのは、再生の手続を進行させながら、一方で

は完成させることだと思います。そういう意味では、それに向けて県と長田

組土木の間での接点はあるのでしょうか。 

 

樋川技術管理室長  その辺の情報交換は、常に新しい情報をとるような形で、私どもが窓口に



平成２０年２月定例会土木森林環境委員会会議録 

- 26 - 

なって行っています。 

 

鷹野委員  少し昨日と状況が変わったところがありますので確認させていただきま

すが、荒川の橋が３月１５日に完成、引き渡しということを聞いていますが、

今日の新聞では、昨日まで聞いた状況と方向性が変わってきたという感じが

ありますので、説明をお願いします。 

 

上田道路整備課長  昨日のお昼ごろには、私もまだ新聞報道の形になることは聞いていなかっ

たので、その時点の状況をお話ししたところですが、まだコミヤマ工業では

橋はかけたいということです。 

  工事内容は、芦安へ至る橋の上部工の製作とその架設ですが、大体上部工

の製作まではできており、その架設をしようとするところで事業がとまって

しまったということです。３月１５日が工期になっており、私どもとすると

もう工期が間に合わないという感覚はありました。ただ、コミヤマ工業が、

仮に延滞するような感じになっても続けたいということでしたので、様子を

見ているということです。 

  現場に関しては、この渇水期のうちに何とか橋を架設しないと、今度は橋

梁そのものの完成に大きく影響してきます。昨日の夕方に情報を得る中で、

そうなればもう円滑に橋をかけることはできませんので、その後の工事もあ

りますが、すぐに橋をかけられるような準備を始めたところです。 

 

その他      ・第二号議案「山梨県部等設置条例中改正の件」及び第四号議案「山梨県の

事務処理の特例に関する条例中改正の件」については、総務委員会に一括付

託され採決が行われることになっているが、当委員会の所管に含まれる部分

があることから、土木部からの説明を受けた。 

         ・本委員会が審査した事件に関する委員会報告書の作成並びに委員長報告並

びに調査報告書の作成及び調査報告については委員長に委任された。 

         ・本委員会が閉会中もなお継続して調査を要する事件は別紙のとおり決定さ

れた。 

         ・本委員会が二月七日に実施した閉会中の継続審査案件に係る県内調査につ

いて、議長あてに報告したことが報告された。 

 

以     上 

 

                        土木森林環境委員長 保延  実 


